
事前予約申請期間 
 

2021.6.1 

 

*1 鑑賞等使用／下表参照 
*2 催事での使用／演奏・演劇・舞踊等の発表会（リハーサルを含む）、講演会、式典、商品展示等の催しでの 

使用 
*3 催事以外の使用（＊2 以外） 

 

区分について 
 
鑑賞等使用………不特定多数の入場者から入場料を徴収し、主に舞台を利用して行われる芸術作品 

         を鑑賞させる興行及びそのリハーサルで使用すること。 
 
本市の市民等……市内に住所を有する個人、又は当該個人が過半数所属する市内団体 

市内に所在する事業所に勤務する個人、又は当該個人が過半数所属する市内団体 
市内に所在する学校に通学する個人、又は当該個人が過半数所属する市内団体 
 

営利目的の使用…営利団体等が入場者と契約行為を行う場として使用する場合 
商品の広告、宣伝又は販売のために使用する場合 
販売又は放送することを目的として、撮影、録音、録画の場として使用する場合 
自ら講習会（当該営利団体等の従業員の確保や資質向上のための研修又は会議等を実施 
する場合も含む）に使用する場合 
顧客又は株主のための文化講演会、観劇会、演奏会又は会議に使用する場合 

施設名 区分 予約期間 

ホール 
楽屋 

鑑賞等使用(*1)（市内・市外） 
使用日の属する月の 13カ月前の月の初日から、
使用日の属する月の 4 カ月前の月の末日まで 

本市の市民等が催事での使用
（＊2） 
※営利目的での使用を除く 

使用日の属する月の 12カ月前の月の初日から、
使用日の属する月の 4 カ月前の月の末日まで 

本市の市民等以外が催事での
使用、催事以外での使用（市
内・市外）、営利目的（市内・
市外）での使用 

使用日の属する月の 11カ月前の月の初日から、
使用日の属する月の 4 カ月前の月の末日まで 

リハーサル室 

本市の市民等が催事での使用 
※営利目的での使用を除く 

使用日の属する月の 10カ月前の月の初日から、
使用日の属する月の 4 カ月前の月の末日まで 

本市の市民等以外が催事での
使用、営利目的（市内・市外）
での催事使用 

使用日の属する月の 9 カ月前の月の初日から、
使用日の属する月の 4 カ月前の月の末日まで 

催事以外の使用（*3） 
使用日の属する月の 5 カ月前の月の初日から、
使用日の属する月の 4 カ月前の月の末日まで 

ホワイエのみ 

本市の市民等、本市の市民等
以外が催事での使用、営利目
的での催事での使用 

使用日の属する月の 6 カ月前の月の初日から、
使用日の属する月の 4 カ月前の月の末日まで 

催事以外の使用（*3） 
使用日の属する月の 5 カ月前の月の初日から、
使用日の属する月の 4 カ月前の月の末日まで 

スタジオ１ 
スタジオ２ 
会議室１ 
会議室２ 

本市の市民等の使用 
※営利目的での使用を除く 

使用日の属する月の 4 カ月前の月の初日から、
使用日の属する月の 4 カ月前の月の末日まで 


